
・補助金の支給時期をR7年度とするかR8年度とするか選択することができます。

・補助金の支給時期R7年度とした場合、注意事項が複数ありますので、ご確認ください。

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善事業費補助金の注意事項

※計画書（介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業）基本情報入力シート 記入欄



注意事項①

・賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとします。

・賃金改善は、基本給による賃金改善が望ましい。

※介護サービス事業所等の判断により、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施してもよい。

・賃金改善の経費は次ページ参照。

【賃金改善の方法】



注意事項①

補助金支給額 ＝（基準月の介護総報酬） × 34.8％

例）認知症対応型通所介護の事業所が補助要件①②③を全て満たし、申請した場合

このうち （基準月の介護総報酬） × 28.8％ は 賃金改善経費として使わなければなりません。

差額は職場環境改善経費として用いることができます。 ←注意事項あり！（注意事項④参照）



注意事項②

・R7年度支給を希望した場合、法人は職員の賃上げ等をR7年度に実施する必要があります。

申請

（法人→県）

交付決定

（県→法人）

概算払い

（県→法人）

（法人）

賃上げ等実施

（法人）

賃上げ実施

R7年度 R8年度

×
【要注意】

R7年度中に賃上げ等を実施していないことが発覚した場合、補助金の返還事由に該当します。



注意事項③

・R7年度支給を希望した場合、法人への振り込みは年度末になります。

申請

（法人→県）

交付決定

（県→法人）

概算払い

（県→法人）

（法人）

賃上げ実施

R7年度 R8年度

注意事項①を考慮し、補助金の支給前に、法人が立て替えるかたちで職員への賃上げ

実施を行っていただく必要があります。（次ページ参照。）

R8.3月下旬 ※R8.3.31になる可能性もあります。



注意事項③

補助金の支給前に、法人で立て替えるかたちで職員への賃上げ実施

申請

（法人→県）

交付決定

（県→法人）

（法人）

賃上げ実施

概算払い

（県→法人）

（法人）

賃上げ実施

R7年度 R8年度

法人立て替え

・「補助金交付額 ＜ 賃上げ改善額」となる必要があることを見込んで立て替えをしていただく必要があります。

・立て替え額が「補助金交付額 ＜ 賃上げ改善額」となっていれば、この時点での賃上げ改善は不要です。
「補助金交付額 ＞ 賃上げ改善額」となっていればR8.3.31までに条件を満たすよう、さらに賃上げ改善等を
行う必要があります。

※ 国保連からの支払い通知は２月末発送を予定しています。

R8.3月下旬

R8.3.31



注意事項④

・職場環境改善経費は介護助手等を募集するための経費及び職場環境改善等（例えば、処遇改善加算

の職場環境等要件の更なる実施）のための取組を実施するための研修費等の経費が対象です。

申請

（法人→県）

交付決定

（県→法人）

賃上げ等実施

（法人）

概算払い

（県→法人）

R7年度

例）100万

※R7年度支給の場合

例）95万→賃金改善経費に使用。
5万→職場環境改善経費に使用。

職場環境改善経費を対象外経費に使用していた場合

→５万は返還 or R7年度内に対象経費として使えるものに使用。

R8年度



注意事項⑤

・R７年度に補助金の支給をうけた法人は、実績報告を４月中旬までにご提出いただく必要があります。
（詳細な案内は３月下旬予定。）

・補助金の要件を満たすことを「誓約」した法人は、誓約事項をR7年度内に満たす必要があります。
(次ページ参照)

【上乗せ要件】
②基準月に生産性向上等の取り組みを行っている。
（ケアプランデータ連携システムの導入/
生産性向上推進体制加算の算定等）

①基準月に処遇改善加算を算定している

【上乗せ要件】
③職場環境改善等の取り組みを行っている。

申請時に必要な要件を満たして

いなくても、R7年度内に要件を

満たすことを誓約すれば要件を

満たしているとみなされます。

【主な補助要件】※詳細は交付要綱を確認してください。



注意事項⑤

申請

（法人→県）

交付決定

（県→法人）

概算払い

（県→法人）

（法人）

賃上げ実施

実績報告提出

（法人→県）

R7年度 R8年度

補助要件を満たすことを誓約し、申請。
例）申請時は処遇改善加算を未算定だが、今後処遇改善加算を算定することを誓約し、申請。

R8.3.31までに誓約事項を満たさなければならない。
例）処遇改善加算を算定。
※処遇改善加算計画書等を2/15までに指定権者に提出し、3/1～加算を算定す

る必要があります。



補助金の支給時期をR8年度にした場合

・法人は職員の賃上げ等を実績報告提出時までに実施する必要があります。

※R8年度支給を希望した法人の実績報告提出期限はR9.1月頃を予定。※変更の可能性あり。

・補助金の支給はR8.4月末を予定しています。

申請

（法人→県）

交付決定

（県→法人）

概算払い

（県→法人）

（法人）

賃上げ実施

（法人→県）

実績報告提出

R7年度 R8年度

R8.4月下旬予定

実績報告提出までに賃上げを実施。
※支給を受ける前に法人の立て替えでR7年度に賃金改善を行ってもOK。

誓約事項は実績報告提出時
までに満たせばOK。

R9.１月
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